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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム制御の方法であって、
　表示されるユーザーインターフェースを備えた電子デバイスにおいて、呼吸入力及び触
覚入力を利用する前記ユーザーインターフェースを介して前記電子デバイスとインターフ
ェースするステップ
を含み、前記ユーザーインターフェースの各オブジェクトは、複数のカテゴリのうちの少
なくとも１つにグルーピングされ、前記方法は、前記触覚入力により前記カテゴリをスク
ロールするステップと、前記呼吸入力により特定のカテゴリにグルーピングされたオブジ
ェクトをスクロールするステップとを更に含み、前記カテゴリをスクロールする前記ステ
ップは、前記触覚入力により、前記複数のカテゴリから前記特定のカテゴリを選択するス
テップを含む、方法。
【請求項２】
　前記電子デバイスのユーザーインターフェースは、
　前記呼吸入力及び前記触覚入力により前記ユーザーインターフェースのオブジェクトを
ナビゲーション及び選択することを可能にする制御領域と、
　前記制御領域の状態又は前記制御領域におけるアクティビティから独立した情報の表示
を可能にする固定領域と、
　前記制御領域の状態又は前記制御領域におけるアクティビティに依存した情報の表示を
可能にするコンテンツ領域と
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を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記呼吸入力により前記電子デバイスに表示された情報をスクロールするステップと、
前記触覚入力により前記電子デバイスに表示された情報をスクロールするステップとを含
む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記触覚入力及び前記呼吸入力のうちの一方又は双方により前記電子デバイスに表示さ
れた情報を拡大すること及び縮小することのうちの一方又は双方をするステップを含み、
該拡大すること及び縮小することのうちの一方又は双方の基準点は、前記触覚入力により
選択され、前記情報が拡大及び縮小のうちの一方又は双方をされる量は、前記呼吸入力に
より制御される、請求項１から３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記呼吸入力を利用して、前記コンテンツ領域から前記制御領域内へ１つ又は複数のオ
ブジェクトをスクロールするステップを含む、請求項２又は請求項２に従属する場合の請
求項３若しくは４に記載の方法。
【請求項６】
　システム制御のための少なくとも１つのコード部を有するコンピュータプログラムが記
憶されたマシン可読ストレージであって、前記少なくとも１つのコード部は、請求項１か
ら５の何れか一項に記載の方法が含むステップをマシンに実行させるように該マシンによ
って実行可能である、マシン可読ストレージ。
【請求項７】
　表示されるユーザーインターフェースを備えた電子デバイスにおいて、呼吸入力及び触
覚入力を利用する前記ユーザーインターフェースを介して前記電子デバイスとインターフ
ェースすることを可能にする１つ又は複数のプロセッサ
を備え、前記ユーザーインターフェースの各オブジェクトは、複数のカテゴリのうちの少
なくとも１つにグルーピングされ、前記１つ又は複数のプロセッサは、前記触覚入力によ
り前記カテゴリをスクロールすることと、前記呼吸入力により特定のカテゴリにグルーピ
ングされたオブジェクトをスクロールすることとを可能にし、更に、前記カテゴリのスク
ロールによって、前記触覚入力により、前記複数のカテゴリから前記特定のカテゴリを選
択することを可能にするように構成された制御システム。
【請求項８】
　前記電子デバイスのユーザーインターフェースは、
　前記呼吸入力及び前記触覚入力により前記ユーザーインターフェースのオブジェクトを
ナビゲーション及び選択することを可能にする制御領域と、
　前記制御領域の状態又は前記制御領域におけるアクティビティから独立した情報の表示
を可能にする固定領域と、
　前記制御領域の状態又は前記制御領域におけるアクティビティに依存した情報の表示を
可能にするコンテンツ領域と
を含む、請求項７に記載の制御システム。
【請求項９】
　前記１つ又は複数のプロセッサは、前記呼吸入力により前記電子デバイスに表示された
情報をスクロールすることと、前記触覚入力により前記電子デバイスに表示された情報を
スクロールすることとを可能にする、請求項７又は８に記載の制御システム。
【請求項１０】
　前記１つ又は複数のプロセッサは、前記触覚入力及び前記呼吸入力のうちの一方又は双
方により前記電子デバイスに表示された情報を拡大すること及び縮小することのうちの一
方又は双方をすることを可能にし、該拡大すること及び縮小することのうちの一方又は双
方の基準点は、前記触覚入力により選択され、前記情報が拡大及び縮小のうちの一方又は
双方をされる量は、前記呼吸入力により制御される、請求項７から９の何れか一項に記載
の制御システム。
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【請求項１１】
　前記１つ又は複数のプロセッサは、前記呼吸入力を利用して、前記コンテンツ領域から
前記制御領域内へ１つ又は複数のオブジェクトをスクロールすることを可能にする、請求
項８又は請求項８に従属する場合の請求項９若しくは１０に記載の制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の特定の実施形態は、システム制御に関する。より具体的には、本発明の特定の
実施形態は、呼吸入力及び／又は触覚入力を介して電子デバイスとインターフェースする
ための方法及びシステムに関する。
【０００２】
　　［関連出願のクロスリファレンス／参照による援用］
　本出願は、
　２００８年３月２６日に出願された米国特許出願第１２／０５６，１６４号（代理人整
理番号第１９４４９ＵＳ０１Ｐ０１４号）、
　２００８年３月２６日に出願された米国特許出願第１２／０５５，９９９号（代理人整
理番号第１９４５０ＵＳ０１Ｐ０１５号）、
　２００８年３月２６日に出願された米国特許出願第１２／０５６，２０３号（代理人整
理番号第１９４５１ＵＳ０１Ｐ０１６号）、
　２００８年３月２６日に出願された米国特許出願第１２／０５６，１７１号（代理人整
理番号第１９４５２ＵＳ０１Ｐ０１７号）、及び
　２００８年３月２６日に出願された米国特許出願第１２／０５６，１８７号（代理人整
理番号第１９４５３ＵＳ０１Ｐ０１９号）、
を参照する。
【０００３】
　上述される出願のそれぞれは、この結果、参照によりその全体が本明細書に援用される
。
【背景技術】
【０００４】
　移動通信によって、人々が通信する方法は変化し、移動電話は、ぜいたく品から日常生
活の必要不可欠な要素に変容してきた。移動電話の使用は、今日、場所又は技術によって
妨げられるよりもむしろ、社会情勢によって必要とされている。
【０００５】
　音声接続が、通信する基本的ニーズを満たしており、移動音声接続が、日常生活のファ
ブリックにさらに一層浸透し続けているとはいえ、インターネットを介したサービスへの
移動アクセスは、移動通信の発展の次のステップになっている。現在、ほとんどの移動デ
バイスは、ユーザーがインターネットを介して提供されるサービスにアクセスすることを
可能にするユーザーインターフェースを装備している。例えば、いくつかの移動デバイス
は、ブラウザを有する場合があり、ユーザーインターフェースのナビゲーション及び／又
は制御を可能にするために、ソフトウェアボタン及び／又はハードウェアボタンが設けら
れている場合がある。スマートフォン等のいくつかの移動デバイスは、ユーザーがデバイ
スを別の手で保持しながら一方の手でタッチすることを介してユーザーインターフェース
をナビゲーション又は制御することを可能にするタッチスクリーン機能を装備している。
【０００６】
　このようなシステムを、図面を参照して本出願の残りの部分で述べられる本発明のいく
つかの態様と比較することによって、従来の手法及び伝統的な手法のさらなる限界及び不
利な点が当業者に明らかになるであろう。
【発明の概要】
【０００７】
　図の少なくとも１つに関して実質的に図示及び／又は説明され、特許請求の範囲により
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完全に述べられるように、呼吸入力及び／又は触覚入力を介して電子デバイスとインター
フェースするためのシステム及び／又は方法が提供される。
【０００８】
　本発明のこれらの並びに他の利点、態様、及び新規な特徴に加えて、本発明の図示した
実施形態の詳細な内容は、以下の説明及び図面からより十分に理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態による人間の呼吸を介して電子デバイスとインターフェース
するための一例示のシステムのブロック図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェース（sectional user i
nterface）を介して制御することができる一例示の電子デバイスを示す図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースのいくつかの例示の
構成を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースのいくつかの例示の
固定領域を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースのいくつかの例示の
コンテンツ領域を示す図である。
【図２Ｅ】本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を介した電子デバイスの区画
ユーザーインターフェースとのインタラクションを示す図である。
【図２Ｆ】本発明の一実施形態によるスクロールするときのカテゴリ及び／又はアイコン
のシーケンスの表示を提供することができる一例示の区画ユーザーインターフェースを示
す図である。
【図２Ｇ】本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を介した一例示の区画ユーザ
ーインターフェースとのインタラクションを示す図である。
【図２Ｈ】本発明の一実施形態によるスクロールしたときのカテゴリ及び／又はアイコン
のシーケンスの表示を提供することができる別の例示の区画ユーザーインターフェースを
示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を利用するユーザーインターフ
ェースを介したアプリケーションの起動を示す図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による電子デバイスで動作するアプリケーションとの例示
のインタラクションを示す図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による電子デバイスで動作するアプリケーションとの例示
のインタラクションを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を利用する区画ユーザーインタ
ーフェースを介して電子デバイスとインターフェースする例示のステップを示すフローチ
ャートである。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェース
を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェース
を示す図である。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェース
を示す図である。
【図６Ｄ】本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェース
を示す図である。
【図６Ｅ】本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェース
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の特定の実施形態は、呼吸入力及び／又は触覚入力を介して電子デバイスとイン
ターフェースするための方法及びシステムに見ることができる。この点について、電子デ
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バイスとインタラクトするのに呼吸入力及び触覚入力を利用することができる。ユーザー
インターフェースは、制御領域、固定領域、及びコンテンツ領域の１つ又は複数を含むこ
とができる。制御領域は、呼吸入力及び触覚入力を介してユーザーインターフェースのオ
ブジェクトの表示、ナビゲーション、及び／又は選択を可能にすることができる。固定領
域は、制御領域の状態又は制御領域におけるアクティビティから独立することができる情
報の表示を可能にすることができる。コンテンツ領域は、制御領域の状態又は制御領域に
おけるアクティビティに依存することができる情報の表示を可能にすることができる。ユ
ーザーインターフェースの各領域は、１つ又は複数のゾーンを含むことができ、各領域の
サイズ、形状、及び／若しくはロケーションは、カスタマイズすることができ、且つ／又
は電子デバイスで利用されているアプリケーション（複数可）及び／若しくは機能（複数
可）に基づくことができる。コンテンツ領域２１８に表示されたオブジェクトは、呼吸入
力を介して制御領域内へスクロールすることができる。制御ゾーンを介してナビゲーショ
ン及び／又は選択されたオブジェクトは、カテゴリにグルーピングすることができ、各カ
テゴリは、背景画像に関連付けることができる。ユーザーは、触覚入力を利用して、カテ
ゴリをスクロールすることができ、呼吸入力を利用して、特定のカテゴリ内にグルーピン
グされたオブジェクトをスクロールすることができる。電子デバイスに表示された情報は
、呼吸入力を介してスクロールすることができ、触覚入力を介してスクロールすることが
できる。加えて、電子デバイスに表示された情報は、触覚入力を利用して拡大及び／又は
縮小用の基準点を制御し、呼吸入力を利用して、情報を拡大及び／又は縮小する量を制御
することにより、拡大及び／又は縮小することもできる。本発明のさまざまな実施形態で
は、電子デバイスには、携帯電話、スマートフォン、無線電話、ノートブックコンピュー
タ、パーソナルメディアプレイヤ、携帯情報端末、マルチメディアデバイス、ハンドヘル
ドデバイス、及び／又は多機能移動電話の１つ又は複数が含まれ得る。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態による人間の呼吸を介して電子デバイスとインターフェー
スするための一例示のシステムのブロック図である。図１を参照して、ユーザー１０２、
マイクロエレクトロメカニカルシステム（ＭＥＭＳ）検知モジュール１０４、及び複数の
電子デバイスが示されている。これらの複数の電子デバイスは、本明細書では、電子デバ
イス１０６と総称される。ユーザーは、呼吸動作を介してこれらの複数の電子デバイスと
インターフェースすることができる。例示の電子デバイスには、携帯電話１０６ａ、スマ
ートフォン／データフォン１０６ｂ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ラップトップ、
若しくはノートブックコンピュータ１０６ｃ、ディスプレイデバイス１０６ｄ、及び／又
はテレビ／ゲームコンソール／他のプラットフォーム１０６ｅが含まれ得る。複数の電子
デバイス１０６のそれぞれは、情報のローディング及び／又は情報の通信を行うために複
数の他のデバイス１０８に有線又は無線で接続することができる。
【００１２】
　ＭＥＭＳ検知モジュール１０４は、ユーザー１０２の吸入（inhalation）及び吐出（ex
halation）等の呼吸動作によって引き起こされた動きを検出することを可能にすることが
できる。呼吸動作によって引き起こされた動きの検出に応答して、ＭＥＭＳ検知モジュー
ル１０４は、１つ又は複数の制御信号を生成することを可能にすることができる。これら
の１つ又は複数の制御信号は、本明細書では（適用可能な場合には）呼吸入力と呼ばれる
。１つ又は複数の制御信号を含む呼吸入力は、電子デバイス１０６に通信結合されて、電
子デバイスの応答をもたらすことができる。この点について、呼吸動作は、マウス、トラ
ックボール、キーボード、又はマイクロフォン等の従来の入力デバイスと同様の方法で電
子デバイス１０６に入力を提供することができる。
【００１３】
　本発明の一実施形態によれば、呼吸動作によって引き起こされた動きの検出は、チャネ
ルの使用なしで行うことができる。呼吸動作によって引き起こされた動きの検出は、オー
プンスペース内への呼吸動作及び検出を可能にするＭＥＭＳモジュール１０４等の検出デ
バイス上への呼吸動作に応答することができる。



(6) JP 5324643 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

【００１４】
　本発明の別の実施形態によれば、ＭＥＭＳ検知モジュール１０４は、生成された１つ又
は複数の制御信号を介して電子デバイス１０６のうちの１つ又は複数のユーザーインター
フェース内をナビゲーションすることを可能にすることができる。ＭＥＭＳ検知モジュー
ル１０４は、電子デバイス１０６に表示されたオブジェクト及び／又は電子デバイス１０
６の出力をスクロール、選択、又は別の方法で操作及び／若しくはそれらのオブジェクト
等に作用することを可能にすることができる。この点について、本明細書における「スク
ロール」又は「スクローリング」という用語は、任意の方向のスクロール、任意の方向の
傾斜、任意の方向のパン、任意の方向のスイベル、及び任意の方向のブラウジング等のさ
まざまな動作／インタラクションと同義とすることができる。生成された１つ又は複数の
制御信号は、有線信号及び／又は無線信号の１つ又は複数を含むことができる。一例示の
ＭＥＭＳ検知モジュールは、援用された米国出願第１２／０５５，９９９号（代理人整理
番号第１９４５０ＵＳ０１　Ｐ０１５号）に見ることができる。
【００１５】
　本発明の別の実施形態によれば、電子デバイス１０６の１つ又は複数は、別のデバイス
１０８からユーザーインターフェースを規定する１つ又は複数の入力を受信することを可
能にすることができる。この別のデバイス１０８は、ＰＣ、ラップトップ、若しくはノー
トブックコンピュータ１０６ｃ及び／又はハンドヘルドデバイス、限定ではなく例として
、携帯電話１０６ａ及び／又はスマートフォン１０６ｂの１つ又は複数とすることができ
る。ＭＥＭＳ検知モジュール１０４は、１つ又は複数の受信入力に関連付けられたコンテ
ンツが、制御中のデバイスのユーザーインターフェースの一体部分となることができるよ
うに、電子デバイス１０６のうちの１つ又は複数のユーザーインターフェースをカスタマ
イズすることを可能にすることができる。
【００１６】
　図２Ａは、本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースを介して制御する
ことができる一例示の電子デバイスを示す図である。図２Ａを参照して、タッチスクリー
ンディスプレイ２０４を備える電子デバイス２０２が示されている。この点について、タ
ッチスクリーンディスプレイは、例示のために利用されており、電子デバイス２０２は、
本発明の範囲から逸脱することなく、非タッチスクリーンディスプレイと、トラックボー
ル、１つ又は複数の多機能ボタン、及び／又はキーボード等の１つ又は複数の入力デバイ
スとを備えることができる。
【００１７】
　電子デバイス２０２は、グラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩ）等のユーザ
ーインターフェースを備えることができる。このグラフィカルユーザーインターフェース
は、ユーザーが電子デバイス２０２のさまざまなアプリケーション及び／又は機能をナビ
ゲーション及び起動することを可能にすることができる。この点について、ユーザーイン
ターフェースは、吐出等の呼吸入力、ボタン押下等の触覚入力、音声コマンド等の音響動
作、並びに／又は加速度計及び／若しくはジャイロスコープによって検出された動き等の
電子デバイス２０２の動きを介して電子デバイスとインタラクトすることを可能にするこ
とができる。この点について、ユーザーインターフェースは、それらの入力方法のうちの
１つ又は複数の任意の組み合わせを介して電子デバイス２０２とインタラクトすることを
可能にすることができる。さらに、ユーザーインターフェースは、１つ又は複数の入力方
法のエラー及び／又は失敗を検出し、デフォルトで１つ又は複数の他の入力方法にするこ
とを可能にすることができる。このように、ユーザーインターフェースとインタラクトす
ることは、特定の入力方法の失敗及び／又は欠如によって重大な影響を受けるおそれはな
い。
【００１８】
　電子デバイス２０２のユーザーインターフェースは、電子デバイス２０２のステータス
及び／若しくは機能についての情報を表示することができ、且つ／又は電子デバイス２０
２の１つ又は複数のアプリケーションによって生成された情報及び／若しくはコンテンツ
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を表示することができる。本発明のさまざまな実施形態では、電子デバイス２０２に電源
を投入すると、ユーザーインターフェースのホームスクリーンを表示又は提示することが
できる。本発明のさまざまな実施形態では、電子デバイス２０２には、携帯電話、スマー
トフォン、無線電話、ノートブックコンピュータ、パーソナルメディアプレイヤ、携帯情
報端末、マルチメディアデバイス、ハンドヘルドデバイス、及び／又は多機能移動デバイ
スの１つ又は複数が含まれ得る。
【００１９】
　ユーザーインターフェースは、１つ又は複数の固定ゾーン２１１を含む固定領域２１０
、１つ又は複数の制御ゾーン２１５を含む制御領域２１４、及び１つ又は複数のコンテン
ツゾーン２１９を含むコンテンツ領域２１８の１つ又は複数に区画することができる。こ
の点について、領域２１０、２１４、及び２１８のそれぞれは、存在するとき、任意のサ
イズ及び／又は形状とすることができ、ディスプレイ２０４の任意のロケーション（複数
可）に存在することができる。その上、領域２１０、２１４、及び２２０の存在、サイズ
、形状、及びロケーション（複数可）は、電子デバイス２０２のユーザーが構成（すなわ
ち、パーソナライズ又はカスタマイズ）することができる。例えば、電子デバイス２０２
は、ユーザーが右利きであるのか、それとも左利きであるのか等のプリファレンスに基づ
いてユーザーインターフェースの領域を構成するようにユーザーが実行することができる
ユーザーインターフェースカスタマイゼーションアプリケーションを備えることができる
。この点について、ユーザーインターフェースの例示の構成２０６ａ、２０６ｂ、及び２
０６ｃが図２Ｂに示されている。
【００２０】
　固定領域２１０は、制御領域２１４の状態及び／又は制御領域２１４におけるアクティ
ビティから独立して情報を表示することができる。固定領域２１０に表示することができ
る例示の情報は、日付、時刻、天気、日程表の約束、ＲＳＳ（又はＸＭＬ若しくは他のマ
ークアップ言語）フィード、最近の電子メールコンタクト、及び／又は最近の電話コンタ
クトを含むことができる。しかしながら、上記のものは、固定領域２１０に表示すること
ができる情報の例にすぎず、本発明は、そのように限定することはできない。加えて、固
定領域２１０のサイズ、形状、及び／又はロケーションは、どのような機能及び／又はア
プリケーションが電子デバイス２０２で動作しているのかに応じて変化し得る。さらに、
固定領域２１０に表示される情報のタイプ及び／又は量は、電子デバイス２０２のユーザ
ーがカスタマイズすることができる。この点について、図２Ｃは、いくつかの例示の固定
領域２１０ａ、２１０ｂ、及び２１０ｃを示す。
【００２１】
　制御領域２１４は、所望の情報を表示することができ且つ／又は所望のアプリケーショ
ン及び／若しくは機能を電子デバイス２０２で起動することができるように、電子デバイ
ス２０２の制御を可能にすることができる。この点について、呼吸入力及び／又は触覚入
力を利用して、ユーザーインターフェースのテキスト、画像、リンク、及び／又はアイコ
ン等のオブジェクトをスクロールし、選択し、操作し、又は別の方法でオブジェクトに作
用することができる。この点について、呼吸入力及び触覚入力を利用してユーザーインタ
ーフェースのオブジェクトとインタラクトするさらに詳細な内容は、以下で図２Ｅについ
て説明される。加えて、制御領域２１４に表示された情報のタイプ及び／又は量は、電子
デバイス２０２のユーザーがカスタマイズすることができる。さらに、制御領域２１４の
サイズ、形状、及び／又はロケーションは、どのような機能及び／又はアプリケーション
が電子デバイス２０２で動作しているのかに応じて変化し得る。
【００２２】
　コンテンツ領域２１８は、制御領域２１４の状態及び／又は制御領域２１４におけるア
クティビティに依存することができる情報を表示することができる。例えば、コンテンツ
領域２１８の情報は、制御領域のアクティブアイコンに依存することができる。この点に
ついて、アクティブアイコンは、（呼気及び／又は触覚入力を介して）ナビゲーションさ
れたが「クリック」（例えば、タッチスクリーンのタップ、ボタン押下、又は呼気の一吹
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き）を介して選択されていないアイコンとすることができる。本発明の一例示の実施形態
では、アクティブアイコンは、ウェブサイドへのリンクとすることができ、コンテンツ領
域２１８は、そのウェブサイトからのＲＳＳフィードを表示することができる。本発明の
別の例示の実施形態では、アクティブアイコンは、電子メールクライアントを起動するシ
ョートカットとすることができ、コンテンツ領域２１８は、１つ又は複数の最近の電子メ
ールメッセージを表示することができる。この点について、コンテンツ領域２１８に表示
される例示の情報は、ＲＳＳフィード又はＸＭＬフィード、画像、日程表、最近の通話、
最近のテキスト、及び／又は最近の電子メールを含むことができる。しかしながら、上記
のものは、例にすぎず、本発明はそのように限定されない。加えて、コンテンツ領域２１
８に表示される情報は、電子デバイス２０２のユーザーがカスタマイズ可能にすることが
できる。さらに、コンテンツ領域２１８のサイズ、形状、及び／又はロケーションは、ど
のような機能及び／又はアプリケーションが電子デバイス２０２で動作しているのかに応
じて変化し得る。この点について、図２Ｄは、いくつかの例示のコンテンツ領域２１８ａ
、２１８ｂ、及び２１８ｃを示す。
【００２３】
　本発明のさまざまな実施形態では、ディスプレイ２０４は、タッチスクリーンとするこ
とができ、制御領域２１４は、触覚入力に対して制限された応答を有する場合がある固定
領域２１０及び／又はコンテンツ領域２１８とは対照的に、さまざまな触覚入力に応答す
ることができる。例えば、制御領域２１４は、触覚動作、タッチの回数、及び／又はタッ
チの持続時間に応答することができる一方、固定領域２１０及びコンテンツ領域２１８は
、複数のタッチ（例えば、ダブルタップ）に応答することができる。このように、制御領
域２１４に割り当てることができるディスプレイ２０４の量を制限することによって、ア
イコンをナビゲーションして選択するためにユーザーが到達可能にする必要があるエリア
の量を削減することができ、したがって、電子デバイス２０２の片手操作を容易にするこ
とができる。加えて、固定領域２１０及びコンテンツ領域２１８の触覚応答性を制限する
ことによって、不注意な動作及び／又は選択（すなわち、不注意な「クリック」）を削減
することができる。
【００２４】
　固定領域２１０及び／又はコンテンツ領域２１８の情報は、画像、テキスト、リンク、
及び／又はアイコン等の１つ又は複数のオブジェクトの形態で表示することができる。本
発明のさまざまな実施形態では、固定領域２１０及び／又はコンテンツ領域２１８のオブ
ジェクトは、触覚入力及び／又は呼吸入力を介して選択可能にすることができる。しかし
ながら、固定領域２１０及び／又はコンテンツ領域２１８の応答は、上述したように、不
注意なクリックを防止するために制限することができる。加えて、本発明のさまざまな実
施形態では、コンテンツ領域２１８のオブジェクトは、それらのオブジェクトが選択可能
になることができるように、制御領域２１４内へスクロールすることができる。例えば、
制御領域２１０への触覚入力を介してオブジェクトを選択することができるように、呼吸
入力を利用してコンテンツ領域２１８から制御領域２１４内へオブジェクトをスクロール
することができる。
【００２５】
　したがって、電子デバイス２０２の区画ユーザーインターフェースは、これまでのグラ
フィカルユーザーインターフェースを上回る利点を提供することができる汎用コンテンツ
アクセスマネージャ（ＵＣＡＭ（universal content access manager））として説明する
ことができる。１つの利点は、ＵＣＡＭが構成可能であること（すなわち、カスタマイゼ
ーション又はパーソナライゼーション）によって、従来のグラフィカルユーザーインター
フェースを有する同様のデバイスよりも、電子デバイス２０２の有用性及び／又は使い易
さを大幅に増加させることができるということであり得る。この点について、各区画のオ
ブジェクトは、シーケンス化、並置化、スーパーインポーズ、重ね合わせ、又はユーザー
が所望の情報、アプリケーション、及び／若しくは機能に高速にアクセスすることができ
るような別の方法での位置決め及び／若しくは編成を行うことができる。別の利点は、Ｕ



(9) JP 5324643 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

ＣＡＭを１つ又は複数の領域に区画することができることによって、従来のグラフィカル
ユーザーインターフェースを有する同様のデバイスよりも、電子デバイス２０２の有用性
及び／又は使い易さを大幅に増加させることができるということであり得る。この点につ
いて、各領域の一部を、さまざまな入力タイプに応答するように又は応答しないように構
成することができ、そこに表示された情報及び／又はオブジェクトに関してアクティブ（
例えば、リアルタイムで更新される）又はパッシブ（例えば、ユーザーによって変更され
るまで静的に表示される）であるように構成することができる。ＵＣＡＭの別の利点は、
ＵＣＡＭがさまざまなプラットフォームと互換性を有することであり得る。この点につい
て、ユーザーは、自身が同じ方法で自身の電子デバイスのすべてとインタラクトすること
ができるように、ＵＣＡＭを複数の自身の電子デバイスにロードすることができる。
【００２６】
　図２Ｂは、本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースのいくつかの例示
の構成を示す図である。図２Ｂを参照して、例示のユーザーインターフェース構成２０６
ａ、２０６ｂ、及び２０６ｃが示されている。各ユーザーインターフェース構成は、１つ
又は複数の固定ゾーン２１１を含む固定領域２１０、１つ又は複数の制御ゾーン２１５を
含む制御領域２１４、及び１つ又は複数のコンテンツゾーン２１９を含むコンテンツ領域
２１８を有する。この点について、固定領域２１０、制御領域２１４、及びコンテンツ領
域２１８のサイズ、形状、及び／又はロケーションは、ユーザープリファレンス並びに／
又は電子デバイス２０２で動作している機能及び／若しくはアプリケーションに基づいて
構成することができる。
【００２７】
　図２Ｃは、本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースのいくつかの例示
の固定領域を示す図である。図２Ｃを参照して、固定領域２１０ａ、２１０ｂ、及び２１
０ｃが示されている。この点について、固定領域２１０のそれぞれは、１つ又は複数のオ
ブジェクト２１２を含むことができる。加えて、各オブジェクト２１２に割り当てられた
固定領域２１０の部分は、任意の形状及び／又はサイズとなるように構成することができ
る。例示のオブジェクト２１２は、日付、時刻、天気情報、日程表の約束、ＲＳＳフィー
ド若しくはＸＭＬフィード、最近の電子メールコンタクト、及び／又は最近の電話コンタ
クトに対応することができるテキスト、画像、リンク、及び／又はアイコンを含むことが
できる。
【００２８】
　図２Ｄは、本発明の一実施形態による区画ユーザーインターフェースのいくつかの例示
のコンテンツ領域を示す図である。この点について、本発明のさまざまな実施形態では、
ユーザーは、表示されるオブジェクトの個数、表示されるオブジェクトのサイズ、及び表
示されるオブジェクトの順序等のコンテンツ領域２１８の属性を構成することができる。
例えば、コンテンツ領域２１８は、各アイコン、各アイコン群、及び／又は各ユーザーに
ついて異なる属性を有するようにカスタマイズすることができる。したがって、コンテン
ツ領域２１８に表示することができる情報のタイプの表示だけでなく、コンテンツ領域２
１８のカスタマイズ性も提供するために、例示のコンテンツ領域２１８ａ、２１８ｂ、及
び２１９ｃが示されている。
【００２９】
　コンテンツ領域２１８ａは、例えば、デジタル写真を含むフォルダ又はウェブサイトと
することができるアクティブアイコンに対応することができる。その結果、オブジェクト
２２０１、…、２２０４は、フォルダ又はウェブサイトにアップロードされた最新の４つ
の写真に対応することができる。コンテンツ領域２１８ｂは、例えば、ソーシャルネット
ワーキングウェブサイトへのリンクとすることができるアクティブアイコンに対応するこ
とができる。その結果、オブジェクト２２２１、…、２２２Ｎは、ソーシャルネットワー
キングサイトの１つ又は複数のプロファイルで生じた最新の「Ｎ」個のイベントに対応す
ることができる。別の例では、コンテンツ領域２１８ｂは、例えば電子メールクライアン
トを起動することができるアクティブアイコンに対応することができ、オブジェクト２２
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２１、…、２２２Ｎは、送信又は受信された最新の「Ｎ」個の電子メールに対応すること
ができる。コンテンツ領域２１８ｃは、例えば、ウェブブラウザを起動するショートカッ
トとすることができるアクティブアイコンに対応することができる。その結果、オブジェ
クト２２４１及び２２４２は、好みのウェブページ及び／又は最近訪問したウェブページ
へのリンクとすることができる。
【００３０】
　図２Ｅは、本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を介した電子デバイスの区
画ユーザーインターフェースとのインタラクションを示す。図２Ｅを参照して、アクティ
ブアイコンエリア２２８を含むことができる制御領域２１４ａが示されている。図２Ｅに
示された制御領域２１４ａは、制御領域２１４の一例示の構成であり、本発明は、示され
た実施形態に限定されるものではない。本発明のさまざまな実施形態では、アイコンは、
さまざまな方法で表すことができ、画像及び／若しくはテキスト等の視覚情報を含むこと
ができ、且つ／又は音色、歌、及び／若しくは会話等の音響情報を含むことができる。
【００３１】
　アクティブアイコンエリア２２８は、コンテンツ領域２１８に表示される情報を少なく
とも部分的に確定することができるだけでなく、電子デバイス２０２が触覚入力及び／又
は呼吸入力にどのように応答することができるのかも少なくとも部分的に確定することが
できる。この点について、コンテンツ領域２１８は、図２Ａ及び図２Ｄについて説明した
ように、アクティブアイコンエリア２２８にあるアイコンに対応する情報を表示すること
ができる。さらに、「クリック」（例えば、タッチスクリーンのタップ、ボタン押下、又
は呼気の一吹き）が行われると、アクティブアイコンエリア２２８のアイコンに関連付け
られたアプリケーション又は機能を起動することができる。
【００３２】
　本発明のさまざまな実施形態では、アイコンは、カテゴリにグルーピングすることがで
き、各カテゴリは、１つ又は複数のアイコンを含むことができる。この点について、カテ
ゴリの個数及び／又は各カテゴリのアイコンの個数は、ユーザーが構成することができる
。この点について、図２Ｅに示された例示の実施形態では、カテゴリ００、１０、…、９
０の１０個のカテゴリが存在し、各カテゴリは、アイコン１、２、…、９の９つのアイコ
ンを含む。例示のカテゴリは、電話及びメッセージング、ニュース、マルチメディア、音
楽、写真、並びにビデオを含むことができる。加えて、固定ゾーン２１０に表示される情
報及び／又はオブジェクトは、どのカテゴリがアクティブであるのかに基づいて決定する
ことができる。
【００３３】
　本発明のさまざまな実施形態では、各アイコンは、どの機能及び／又はアプリケーショ
ンをそのアイコンに関連付けることができるのかを示す、ユーザーが構成可能な記述テキ
スト、画像（複数可）、及び／又は音響を含むことができる。
【００３４】
　本発明のさまざまな実施形態では、ディスプレイ２０４の、ユーザーが構成可能な背景
画像を各カテゴリに関連付けることができ、この背景画像は、どのカテゴリが現在選択さ
れているのかを示すことができる。アクティブアイコンエリア２２８に所望のアイコンを
配置するために、ユーザーは、触覚入力及び／又は呼吸入力を利用してカテゴリ間をスク
ロールすることができ、呼吸入力及び／又は触覚入力を利用してアイコン間をスクロール
することができる。この点について、スクロールの速度、方向、及び／又は持続時間は、
触覚入力及び／又は呼吸入力のタイプ、持続時間、強度、方向、及び／又は回数に基づい
て決定することができる。
【００３５】
　本発明の一例示の実施形態では、ユーザーは、触覚入力を利用してカテゴリ間をスクロ
ールすることができ、呼吸入力を利用してアイコン間をスクロールすることができる。例
えば、ユーザーは、制御領域２１４において自身の親指の位置をシフトさせることにより
、又はトラックボールを回転させることにより、カテゴリ００、１０、…、９０をスクロ
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ールすることができ、ユーザーは、吐出することによってアクティブカテゴリ２２６のア
イコンをスクロールすることができる。ユーザーは、電子デバイス２０２に表示された背
景画像が所望のカテゴリに対応するまでカテゴリをスクロールすることができる。ユーザ
ーは、アクティブアイコンエリア２２８のアイコンが所望の機能及び／若しくはアプリケ
ーションに対応し、且つ／又はコンテンツエリア２１８の所望の情報及び／又はオブジェ
クトになるまでアイコンをスクロールすることができる。
【００３６】
　図２Ｆは、スクロールするときのカテゴリ及び／又はアイコンのシーケンスの表示を提
供することができる一例示の区画ユーザーインターフェースを示す。この点について、ア
イコン及び／又はカテゴリは、最初（例えば、左端又は上端）のアイコン及び／又はカテ
ゴリと、最後（例えば、右端又は下端）のアイコン及び／又はカテゴリとが存在する直線
形式でスクロールすることができる。代替的に、アイコン及び／又はカテゴリは、どのア
イコン及び／又はカテゴリがスクロールの初めにアクティブであるのかに関わらず、いず
れかの方向にスクロールすることによってすべてのアイコン及び／又はカテゴリにアクセ
スすることができる循環形式でスクロールすることもできる。アイコン及び／又はカテゴ
リがスクロールする形式にもかかわらず、次の及び／又は前のアイコン及び／又はカテゴ
リの表示をスクロールシーケンスでユーザーに提供することが望ましい場合がある。した
がって、本発明のさまざまな態様は、次の及び／又は前のアイコン及び／又はカテゴリの
表示を固定領域２１０、制御領域２１４、及び／又はコンテンツ領域２１８に表示するこ
とを可能にすることができる。この点について、この表示によって、ユーザーは、最速且
つ／又は最も効率的な方法で所望のアイコン及び／又はカテゴリに到達するのにアイコン
及び／又はカテゴリをどの方向にスクロールすべきかを判断することが可能になる。例え
ば、固定領域２１０、制御領域２１４、及び／又はコンテンツ領域２１８の一部（複数可
）には、スクロールシーケンスの次のアイコン（複数可）及び／又はカテゴリ（複数可）
の半透明画像（複数可）を重ね合わせることができる。この点について、半透明性は、ユ
ーザーが次の及び／又は前のアイコン（複数可）及び／又はカテゴリ（複数可）を識別す
るように十分不透明とすることができると共に、固定領域２１０及びコンテンツ領域２１
８の情報を大きく遮ることができないように十分透明とすることができる。
【００３７】
　図２Ｆに示す本発明の例示の実施形態では、アイコン及びカテゴリは、「風車」又は「
スロットマシン」の形式でスクロールすることができる。この点について、１つ前のカテ
ゴリ２４０の２つ前のアイコン２３０ｂ、１つ前のアイコン２３０ａ、現在のアイコン２
３０、１つ次のアイコン２３０ｃ、及び２つ次のアイコン２３０ｄの半透明画像をユーザ
ーインターフェースの上に重ね合わせることができる。同様に、アクティブカテゴリ２２
６の２つ前のアイコン２３２ｂ、１つ前のアイコン２３２ａ、現在のアイコン２３２、１
つ次のアイコン２３２ｃ、及び２つ次のアイコン２３２ｄの半透明画像をユーザーインタ
ーフェースの上に重ね合わせることができる。同様に、１つ次のカテゴリ２４２の２つ前
のアイコン２３４ｂ、１つ前のアイコン２３４ａ、現在のアイコン２３４、１つ次のアイ
コン２３４ｃ、及び２つ次のアイコン２３４ｄの半透明画像をユーザーインターフェース
の上に重ね合わせることができる。
【００３８】
　図２Ｇは、本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を介した一例示の区画ユー
ザーインターフェースとのインタラクションを示す。図２Ｇを参照して、ユーザーが触覚
入力及び呼吸入力を介して一例示の区画ユーザーインターフェースとインタラクトしてい
ることが示されている。
【００３９】
　ユーザーインターフェースの領域２４０は、制御領域とすることができ、呼吸入力によ
って表示することができ領域２４０における親指のタップによって選択することができる
要素を表示することができる。図２Ｇの矢印２４４は、領域２４０における親指のシフト
（すなわち、親指の僅かなドラッグ）を介してアイコンのカテゴリをスクロールすること
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ができることを示すのに利用される。
【００４０】
　領域２４２に表示された情報及び／又はオブジェクトは、ユーザーが次のアイコン及び
前のアイコンのプレビューを見ることを可能にするスーパーインポーズされた透明シート
とすることができる。領域２４２に表示された情報及び／又はオブジェクトは、不変のも
のとすることもできるし、変化及び／又は更新するものとすることもできる。領域２４２
に表示されたいくつかのオブジェクトは、親指のタップを介して選択可能とすることがで
きる。
【００４１】
　したがって、呼吸入力及び触覚入力とそれらの入力に対する明確に定義された応答との
組み合わせによって、領域２４０及び２４２を含む区画ユーザーインターフェースは、従
来のユーザーインターフェースと比較して曖昧さのないソリューションを提供することが
できる。この点について、区画ユーザーインターフェースは、電子デバイスとコンテンツ
のマルチレイヤ及び／又は多次元のディスプレイとの構成可能（すなわち、カスタマイズ
又はパーソナライズされた）で且つ予測可能な制御を可能にすることができる。
【００４２】
　図２Ｈは、スクロールしたときのカテゴリ及び／又はアイコンのシーケンスの表示を提
供することができる別の例示の区画ユーザーインターフェースを示す。図２Ｈに示す本発
明の例示の実施形態では、アイコン及びカテゴリを「フリップブック」形式でスクロール
することができる。この点について、アクティブカテゴリ２２６の２つ前のアイコン２３
２ｂ、１つ前のアイコン２３２ａ、現在のアイコン２３２、１つ次のアイコン２３２ｃ、
及び２つ次のアイコン２３２ｄの半透明画像をユーザーインターフェースの上に重ね合わ
せることができる。
【００４３】
　図３は、本発明の一実施形態による触覚入力及び呼吸入力を利用するユーザーインター
フェースを介したアプリケーションの起動を示す。図３を参照して、所望のアイコンにナ
ビゲーションしてそのアイコンに関連付けられたアプリケーションを起動する一例示の動
作シーケンスを示す例示のスクリーンショット３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃ、及び３１
０ｄが示されている。
【００４４】
　この動作シーケンスは、スクリーンショット３１０ａによって示された状態の電子デバ
イス２０２から開始することができる。この点について、スクリーンショット３１０ａに
おいて、アイコン３０２は、制御領域２１４ａのアクティブアイコンエリア２２８に存在
することができる。したがって、斜めのストライプの背景画像は、アイコン３０２が属す
ることができるカテゴリに対応することができる。加えて、コンテンツ領域２１８ａのオ
ブジェクト３０２１、…、３０２４は、アイコン３０２に対応することができる。
【００４５】
　その後、ユーザーは、親指のシフト又はトラックボールの回転等の触覚動作を介してカ
テゴリのシーケンスをスクロールすることができる。この点について、ユーザーは、ドッ
トの背景画像に関連付けられたカテゴリを探索することができる。したがって、ユーザー
がドットの背景画像に達したとき、デバイスは、スクリーンショット３１０ｂに示す状態
に存在することができる。スクリーンショット３１０ｂにおいて、アイコン３０４は、制
御領域２１４ｂのアクティブアイコンエリア２２８に存在することができ、コンテンツ領
域２１８ｂのオブジェクト３０４１、…、３０４Ｎは、アイコン３０４に対応することが
できる。
【００４６】
　その後、ユーザーは、１つ又は複数の吐出等の呼吸入力を介してドットの背景画像を有
するカテゴリのアイコンをスクロールすることができる。この点について、ユーザーは、
デバイスが、スクリーンショット３１０ｃに示された状態になるまで、アイコンのシーケ
ンスをスクロールすることができる。スクリーンショット３１０ｃにおいて、所望の機能
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又はアプリケーションに対応するアイコン３０６は、制御領域２１４ｃのアクティブアイ
コンエリア２２８に存在することができる。したがって、コンテンツ領域３１８ｃのオブ
ジェクト３０６１、…、３０６Ｎは、アイコン３０６に対応することができる。
【００４７】
　このように、スクリーンショット３１０ｃにおいて、ユーザーは、自身の所望のアイコ
ンであるアイコン３０６にすでに達している場合があり、タッチスクリーンのタップ又は
ボタン押下等の触覚入力を介してアイコン３０６を選択することにより、所望のアプリケ
ーション及び／又は機能を起動することができる。図３に示された本発明の例示の実施形
態では、ウェブページを、アイコン３０６に関連付けることができ、アイコン３０６を選
択すると、ウェブブラウザが起動することができ、スクリーンショット３１０ｄに示すよ
うに、ウェブページをフルスクリーンで表示することができる。
【００４８】
　図４Ａは、本発明の一実施形態による電子デバイスで動作するアプリケーションとの例
示のインタラクションを示す。図４Ａを参照して、本発明の態様は、呼吸入力及び触覚入
力の組み合わせを介してズームイン（拡大）及び／又はズームアウト（縮小）を可能にす
ることができる。例えば、電子デバイス２０２で動作するウェブブラウザは、フルウェブ
ページ４２２を表示している場合があり、ユーザーは、ウェブページの一部４２４をズー
ムインすることを望む場合がある。したがって、ユーザーは、触覚入力を利用して、ズー
ムの基準点（複数可）を制御することができ、呼吸入力を利用して、ズームの方向及び／
又は量を制御することができる。例えば、ユーザーは、タッチスクリーンの基準点をタッ
チすることができ、吐出することによってその基準点に基づきズームイン又はズームアウ
トすることができる。この点について、ズームの方向及び／又は量は、例えば、吐出の強
度、持続時間、方向、及び／又は回数によって制御することができる。
【００４９】
　図４Ｂは、本発明の一実施形態による電子デバイスで動作するアプリケーションとのイ
ンタラクションを示す。図４Ｂを参照して、本発明の態様は、呼吸入力及び触覚入力の組
み合わせを介したスクロールを可能にすることができる。例示のアプリケーションには、
ウェブブラウザ、メディアプレイヤ、スチルカメラ、ビデオカメラ、及びファイルシステ
ムブラウザが含まれ得る。例えば、ウェブブラウザは、ウェブページ４２４の一部を表示
している場合があり、ユーザーは、そのウェブページの別の部分４２８にスクロールする
ことを望む場合がある。したがって、ユーザーは、呼吸入力を利用して、粗いスクロール
を実行することができ、触覚入力を利用して、きめの細かなスクロールを実行することが
できる。例えば、ユーザーは、自身がスクロールすることを望む方向に吐出して、ウェブ
ページの一部４２６に達することができ、次に、トラックボールの回転を介してウェブペ
ージの位置をきめ細かく調整して、ウェブページの一部４２８が表示されるようにする。
【００５０】
　図５は、本発明の一実施形態による呼吸入力及び触覚入力を利用する区画ユーザーイン
ターフェースを介して電子デバイスとインターフェースする例示のステップを示すフロー
チャートである。図５を参照して、例示のステップは、電子デバイス２０２に電源を投入
することができるときにステップ５０２から開始することができる。ステップ５０２に続
いて、例示のステップは、ステップ５０６に進むことができる。ステップ５０６において
、ユーザーインターフェースのホームスクリーンを表示することができる。この点につい
て、固定領域２１０、制御領域２１４、及び／又はコンテンツ領域２１８のホームスクリ
ーンのオブジェクトは、ユーザーが構成することができる。ホームスクリーンから、ユー
ザーは、興味のあるオブジェクトを選択し又はそのオブジェクトにナビゲーションするこ
とができる。興味のあるオブジェクトを表示することができる場合、例示のステップは、
ステップ５１２に進むことができる。
【００５１】
　ステップ５１２において、触覚入力及び／又は呼吸入力を利用して、興味のあるオブジ
ェクトを選択することができる。タッチ及び／又は呼気の吐出の強度、持続時間、回数、
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及び／又は方向等のファクタは、ユーザーインターフェースが、ユーザーの意図を判断す
るのに利用することができる。例えば、オブジェクトを選択する触覚入力には、タッチス
クリーン上でのオブジェクトのクイックタップが含まれ得る。オブジェクトを選択する呼
吸入力には、短い吐出が含まれ得る。ステップ５１２に続いて、例示のステップは、ステ
ップ５１４に進むことができる。
【００５２】
　ステップ５１４において、ステップ５１２において選択されたオブジェクトに関連付け
られたアプリケーション及び／又は機能を起動することができる。例えば、電話、テキス
トメッセージング、ウェブブラウザ、電子メールクライアント、又は日程表等のアプリケ
ーション及び／又は機能を起動することができる。この点について、アプリケーションは
、固定領域２１０、制御領域２１４、及び／又はコンテンツ領域２１８のすべてを取り上
げることもできるし、アプリケーションは、固定領域２１０、制御領域２１４、及び／又
はコンテンツ領域２１８の一部のみを取り上げることもできる。ステップ５１４に続いて
、例示のステップは、ステップ５１６に進むことができる。
【００５３】
　ステップ５１６において、ユーザーは、ステップ５１４及び／又は５１８において起動
されたアプリケーション又は機能とインタラクトすることができる。この点について、ユ
ーザーは、呼吸入力及び／又は触覚入力を介してコンテンツ領域２１８から制御領域２１
４内へオブジェクトをスクロールすることができる。興味のあるオブジェクトが制御領域
２１４に存在すると、例示のステップはステップ５１８に進むことができる。
【００５４】
　ステップ５１８において、制御領域２１４における興味のあるオブジェクトを選択する
ことができる。いくつかの場合に、この選択の結果、新しいオブジェクト及び／又は情報
をコンテンツ領域２１８に表示することができる。このように、ユーザーインターフェー
スとのインタラクションを階層的にすることができる。例えば、制御領域２１４における
オブジェクトの各選択は、コンテンツ領域２１８におけるオブジェクトの変化をもたらす
ことができる。いくつかの場合に、ステップ５１６における選択の結果、ステップ５１４
及び／又は５１８において起動されたアプリケーション及び／又は機能をクローズするこ
とができ、例示のステップはステップ５０６に戻ることができる。いくつかの場合に、ス
テップ５１６における選択の結果、別のアプリケーション及び／又は機能を起動すること
ができ、この例示のステップはステップ５１６に戻ることができる。
【００５５】
　ステップ５０６に戻って、興味のあるオブジェクトが、ホームスクリーンに表示されな
い場合、例示のステップは、ステップ５１０に進むことができる。ステップ５１０におい
て、ユーザーは、呼吸入力及び／又は触覚入力を利用して、制御領域２１４のアイコンを
スクロールすることにより興味のあるオブジェクトを見つけることができる。この点につ
いて、タッチ及び／又は吐出の強度、持続時間、個数、及び／又は方向等のファクタは、
ユーザーインターフェースが、例えば、スクロールの方向、持続時間、及び／又は速度を
決定するのに利用することができる。ユーザーは、興味のあるオブジェクトが制御領域２
１４及び／又はコンテンツ領域２１８に表示されるまでスクロールすることができる。ス
テップ５０６に続いて、例示のステップは、前述したステップ５１２に進むことができる
。
【００５６】
　図６Ａは、本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェー
スを示す。図６Ａを参照して、一例示の電子デバイス２０２の「電話及びメッセージング
」カテゴリのスクリーンショットが示されている。この点について、示された本発明の例
示の実施形態では、ユーザーインターフェースのホームスクリーンは、「電話及びメッセ
ージングカテゴリ」にあるとき、２つの固定ゾーン２１１、制御ゾーン２１５及びコンテ
ンツゾーン２１９に区画することができる。
【００５７】
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　スクリーンショット６１０ａは、天気及び日付の情報を含む第１の固定ゾーン２１１、
バッテリ強度、ブルートゥース接続性、及び携帯信号強度を含む第２の固定ゾーン２１１
、電話機能に対応するアイコンを含む制御ゾーン２１５、並びに電話機能に関連付けられ
た情報を表示するコンテンツゾーン２１９を示す。ユーザーは、電話機能をオープンする
ために、コンテンツゾーン２１５の電話アイコンをタップすることができ、その結果、図
６Ｃに示すスクリーンショットが続くことができる。ユーザーが電話機能を起動すること
に興味がない場合、ユーザーは、呼吸入力を利用して、「電話及びメッセージング」カテ
ゴリにおける異なるアイコンにスクロールすることもできるし、制御ゾーン２１５の一部
にわたって自身の親指を押し又は引く等の触覚入力を利用して、異なるカテゴリにスクロ
ールすることもできる。
【００５８】
　スクリーンショット６１０ｂは、天気及び日付の情報を含む第１の固定ゾーン２１１、
バッテリ強度、ブルートゥース接続性、及び携帯信号強度を含む第２の固定ゾーン２１１
、ボイスメール機能に対応するアイコンを含む制御ゾーン２１５、並びにボイスメール機
能に関連付けられた情報を表示するコンテンツゾーン２１９を示す。ユーザーは、ボイス
メールを聴視及び／又は管理するために、ボイスメールアイコンをタップすることができ
、その結果、図６Ｄに示すスクリーンショットが続くことができる。ユーザーがボイスメ
ールを聴視又は管理することに興味がない場合、ユーザーは、呼吸入力を利用して、「電
話及びメッセージング」カテゴリにおける異なるアイコンにスクロールすることもできる
し、制御ゾーン２１５の一部にわたって自身の親指を押し又は引く等の触覚入力を利用し
て、異なるカテゴリにスクロールすることもできる。
【００５９】
　スクリーンショット６１０ｃは、天気及び日付の情報を含む第１の固定ゾーン２１１、
バッテリ強度、ブルートゥース接続性、及び携帯信号強度を含む第２の固定ゾーン２１１
、コンタクト機能に対応するアイコンを含む制御ゾーン２１５、並びにコンタクト機能に
関連付けられた情報を表示するコンテンツゾーン２１９を示す。ユーザーは、コンタクト
をルックアップ及び／又は管理するために、コンタクトアイコンをタップすることができ
、その結果、図６Ｅに示すスクリーンショットが続くことができる。ユーザーがコンタク
トをルックアップ及び／又は管理することに興味がない場合、ユーザーは、呼吸入力を利
用して、「電話及びメッセージング」カテゴリにおける異なるアイコンにスクロールする
こともできるし、制御ゾーン２１５の一部にわたって自身の親指を押し又は引く等の触覚
入力を利用して、異なるカテゴリにスクロールすることもできる。
【００６０】
　図６Ｂは、本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェー
スを示す。図６Ｂを参照して、一例示の電子デバイス２０２の「マルチメディア」カテゴ
リのスクリーンショットが示されている。この点について、図示した本発明の例示の実施
形態では、ユーザーインターフェースのホームスクリーンは、「マルチメディア」カテゴ
リにあるとき、固定ゾーン２１１、制御ゾーン２１５、及びコンテンツゾーン２１９に区
画することができる。
【００６１】
　スクリーンショット６２０ａは、バッテリ、天気、及び日付の情報を含む固定ゾーン２
１１、カメラ機能に対応するアイコンを含む制御ゾーン２１５、並びにカメラ機能に関連
付けられた情報を表示するコンテンツゾーン２１９を示す。ユーザーは、電話機能をオー
プンするために、カメラアイコンをタップすることができる。ユーザーがカメラ機能を起
動することに興味がない場合、ユーザーは、呼吸入力を利用して、「マルチメディア」カ
テゴリにおける異なるアイコンにスクロールすることもできるし、制御ゾーン２１５の一
部にわたって自身の親指を押し又は引く等の触覚入力を利用して、異なるカテゴリにスク
ロールすることもできる。
【００６２】
　スクリーンショット６２０ｂは、バッテリ、天気、及び日付の情報を含む固定ゾーン２
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１１、音楽プレイヤ機能に対応するアイコンを含む制御ゾーン２１５、並びに音楽プレイ
ヤ機能に関連付けられた情報を表示するコンテンツゾーン２１９を示す。ユーザーは、音
楽プレイヤ機能をオープンするために、音楽プレイヤアイコンをタップすることができる
。ユーザーが音楽プレイヤ機能を起動することに興味がない場合、ユーザーは、呼吸入力
を利用して、「マルチメディア」カテゴリにおける異なるアイコンにスクロールすること
もできるし、制御ゾーン２１５の一部にわたって自身の親指を押し又は引く等の触覚入力
を利用して、異なるカテゴリにスクロールすることもできる。
【００６３】
　図６Ｃは、本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェー
スを示す。図６Ｃを参照して、一例示の電子デバイス２０２の電話機能のスクリーンショ
ットが示されている。
【００６４】
　スクリーンショット６３０ａは、バッテリ及び信号強度の情報を含む固定ゾーン２１１
、進行中の通話がないことを示す電話の画像を有する「会話／終了」アイコンを含む第１
の制御ゾーン２１５、及びキーパッドを含む第２の制御ゾーン２１５を示す。ユーザーは
、キーパッド又は音声認識を利用して電話番号をダイヤルすることができ、その後、「会
話／終了」をタップして通話することができる。
【００６５】
　スクリーンショット６３０ｂでは、通話が進行中であるとすることができ、「会話／終
了」アイコンの画像は、通話が「進行中」であることを示すことができる。通話が完了す
ると、ユーザーは、「会話／終了」アイコンをタップして、通話を接続解除し、ホームス
クリーン（スクリーンショット６１０ａ）に戻ることができる。
【００６６】
　図６Ｄは、本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェー
スを示す。図６Ｄを参照して、一例示の電子デバイス２０２のボイスメール機能のスクリ
ーンショットが示されている。
【００６７】
　スクリーンショット６４０ａは、天気及び日付の情報を含む第１の固定ゾーン２１１、
バッテリ強度、ブルートゥース接続性、及び携帯信号強度の情報を含む第２の固定ゾーン
２１１、ボイスメールシステムから接続解除するためのアイコンと、ボイスメールを早送
り、巻き戻し、反復、及びスキップするための複数のアイコンとを含む制御ゾーン２１５
、並びにユーザーのボイスメールに関連付けられた情報を含むコンテンツゾーンを示す。
ユーザーがボイスメールの聴視及び／又は管理を終了すると、ユーザーは、接続解除アイ
コンを押圧することができ、ユーザーインターフェースは、ホームスクリーン（スクリー
ンショット６１０ｂ）に戻ることができる。
【００６８】
　図６Ｅは、本発明の一実施形態による電子デバイスの一例示のユーザーインターフェー
スを示す。図６Ｅを参照して、一例示の電子デバイス２０２のコンタクト機能のスクリー
ンショットが示されている。
【００６９】
　スクリーンショット６５０ａは、天気及び日付の情報を含む固定ゾーン２１１、「コン
タクト１」に対応するオブジェクトを含む制御ゾーン２１５、及びユーザーのコンタクト
リストの次の３つのコンタクトに対応するオブジェクトを含むコンテンツゾーン２１９を
示す。図示する本発明の例示の実施形態では、ユーザーは、「コンタクト３」の情報を所
望する場合があり、したがって、スクリーンショット６５０ｂに示すように、呼吸入力を
利用して、コンテンツゾーン２１９から制御ゾーン２１５内へ「コンタクト３」オブジェ
クトをスクロールすることができる。その後、ユーザーは、「コンタクト３」オブジェク
トをタップして、スクリーンショット６５０ｃに示すように、「コンタクト３」に対応す
るエントリを見ることができる。図示した本発明の例示の実施形態では、「コンタクト３
」オブジェクトをタップすると、「コンタクト３」の自宅の電話番号を制御ゾーンに表示
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することができる。この点について、自宅の番号は、ユーザーによって構成されるように
、「コンタクト３」のデフォルトのコンタクト方法とすることができる。ユーザーが、自
宅の電話番号以外の方法を介してコンタクト３とコンタクトすることを望む場合、ユーザ
ーは、呼吸入力を利用して、「コンタクト３」の他のエントリにスクロールすることがで
きる。図示した本発明の例示の実施形態では、ユーザーは、スクリーンショット６５０ｄ
に示すように、「コンタクト３　職場＃」にスクロールすることができる。その後、ユー
ザーは、「コンタクト３　職場＃」オブジェクトをタップして、電話機能を起動し、職場
の電話番号の「コンタクト３」に電話をかけることができる。同様に、ユーザーが「コン
タクト３」に電子メールすることを望む場合、ユーザーは、呼吸入力を利用して、「コン
タクト３　電子メール」オブジェクトにスクロールし、「コンタクト３　電子メール」オ
ブジェクトをタップして、電子デバイス２０２で電子メール機能を起動することができる
。
【００７０】
　呼吸入力及び触覚入力を介して電子デバイス２０２とインターフェースするための方法
及びシステムの態様が提供される。この点について、呼吸入力及び触覚入力は、ユーザー
インターフェースを介して電子デバイス２０２とインタラクトするのに利用することがで
きる。ユーザーインターフェースは、制御領域２１４、固定領域２１０、及びコンテンツ
領域２１８を含むことができる。制御領域２１４は、アイコン等のオブジェクトをナビゲ
ーション及び選択することを可能にすることができる。固定領域２１０は、制御領域２１
４の状態又は制御領域２１４におけるアクティビティから独立することができる情報の表
示を可能にすることができる。コンテンツ領域２１８は、制御領域２１４の状態又は制御
領域２１４におけるアクティビティに依存することができる情報の表示又は提示を可能に
することができる。ユーザーインターフェースの領域２１４、２１０、及び２１８のそれ
ぞれは、ゾーン２１１、２１５、及び２１９等の１つ又は複数のゾーンを含むことができ
、各領域のサイズ、形状、及び／又はロケーションは、ユーザープリファレンス並びに／
又は電子デバイスで利用されているアプリケーション（複数可）及び／若しくは機能（複
数可）に基づいてカスタマイズすることができる。コンテンツ領域２１８に表示されたオ
ブジェクトは、呼吸入力を介して制御領域内へスクロールすることができる。
【００７１】
　制御ゾーン２１４を介してナビゲーション及び／又は選択されたオブジェクトは、カテ
ゴリにグルーピングすることができ、各カテゴリは、背景画像に関連付けることができる
。ユーザーは、触覚入力を利用して、カテゴリをスクロールすることができ、呼吸入力を
利用して、アクティブカテゴリ２２６等の特定のカテゴリ内にグルーピングされたオブジ
ェクトをスクロールすることができる。電子デバイス２０２に表示されたウェブページ４
２４等の情報は、呼吸入力を介して粗くスクロールし、触覚入力を介してきめ細かくスク
ロールすることができる。同様に、電子デバイス２０２に表示されたウェブページ４２４
等の情報は、触覚入力を利用して拡大及び／又は縮小用の基準点を制御し、呼吸入力を利
用して情報を拡大及び／又は縮小する量を制御することにより、拡大及び／又は縮小する
こともできる。本発明のさまざまな実施形態では、電子デバイス２０２には、携帯電話、
スマートフォン、無線電話、ノートブックコンピュータ、パーソナルメディアプレイヤ、
携帯情報端末、マルチメディアデバイス、ハンドヘルドデバイス、及び／又は多機能移動
電話の１つ又は複数が含まれ得る。
【００７２】
　本発明の別の実施形態は、マシンによって実行可能な少なくとも１つのコード部を有す
るコンピュータプログラムであって、それによって、呼吸入力及び／又は触覚入力を介し
て電子デバイスとインターフェースするための本明細書で説明したようなステップをマシ
ンに実行させるコンピュータプログラムが記憶されたマシン可読ストレージを提供するこ
とができる。
【００７３】
　したがって、本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウ
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ステムにおいて集中形式で実現することもできるし、異なるエレメントが、いくつかの相
互接続されたコンピュータシステムにわたって拡散された分散形式で実現することもでき
る。本明細書で説明した方法を実行するようになっているあらゆる種類のコンピュータシ
ステム又は他の装置が適している。ハードウェア及びソフトウェアの一般的な組み合わせ
は、ロードされて実行されると、本明細書で説明した方法を実行するようにコンピュータ
システムを制御するコンピュータプログラムを有する汎用のコンピュータシステムとする
ことができる。
【００７４】
　本発明は、コンピュータプログラム製品に組み込むこともできる。このコンピュータプ
ログラム製品は、本明細書で説明した方法の実施を可能にするすべての特徴を備え、コン
ピュータシステムにロードされると、これらの方法を実行することができる。本コンテキ
ストにおけるコンピュータプログラムは、情報処理機能を有するシステムに直接的に特定
の機能を実行させるように意図された一組の命令、又は、次のもの、すなわちａ）別の言
語、コード、又は表記への変換、ｂ）異なる材料形態での再現、の一方若しくは双方の後
に、上記システムに特定の機能を実行させるように意図された一組の命令の任意の言語、
コード、又は表記による任意の表現を意味することができる。
【００７５】
　本発明は、特定の実施形態を参照して説明されてきたが、本発明の範囲から逸脱するこ
となく、さまざまな変更を行うことができ、均等物で代用することができることが当業者
によって理解されよう。加えて、本発明の範囲から逸脱することなく、本発明の教示に特
定の状況又は材料を適合させるように、多くの修正を行うこともできる。したがって、本
発明は、開示された特定の実施形態に限定されることは意図されておらず、本発明は、添
付の特許請求の範囲の範囲内に含まれるすべての実施形態を含むことが意図されている。
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